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令和２年１月銚子市教育委員会定例会議事録 

 

１ 日  時 

 令和２年１月２３日（木） 

   午後３時００分 開 会   午後３時１５分 閉 会 

 

２ 場  所 

銚子市役所 ３階庁議室 

 

３ 出席委員 

 教育長    石 川 善 昭 

委 員    安 藤   淸 

委 員    八 角 憲 男 

委 員    伊 藤 晴 美 

委 員    柗 﨑 継 雄 

 

４ 出席職員 

   

学校教育課長     北村  卓 社会教育課長     林  秀行 

学校教育課主幹（教育総務室長）佐久間洋子 社会教育課主幹（生涯学習室長兼文化会館長） 春山 敏郎 

学校教育課課長補佐  小関 宏昌 学校教育室長     井上 新治 

学校給食センター所長  高木 利雄 指導室長（兼小児言語指導センター所長）  松浦  毅 

青少年指導センター所長 網中 昭仁 市民センター所長   高塚  優 

公正図書館長     山谷憲一郎 スポーツ振興室長(兼体育館長)飯笹 博充 

文化財・ジオパーク室長 小川 正俊 銚子高等学校事務長  高森 良文 

   

５ 議題等 

議案第１号 銚子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則制定に

ついて 

議案第２号  銚子市立幼稚園園則の一部を改正する規則制定について 

 

６ 議事の内容 

【教育長】 開会宣言 午後３時００分 

ただいまより、令和２年１月銚子市教育委員会定例会を開会いたします。 

では、直ちに本日の会議を開きます。 

はじめに、議事録の承認についてお諮りいたします。 

１２月２５日に開催いたしました令和元年１２月教育委員会定例会の議事録を事前

にお配りしておりますが、よろしければ承認したいと思います。ご異議ございません

か。 

（異議なしの声あり） 
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【教育長】 

ご異議ないものと認めますので、当該議事録について承認いたします。 

【教育長】 

それでは次に、教育委員会に関する報告をいたします。 

【教育長】 

（別添資料により報告） 

【教育長】 

その他、教育委員より報告することがございましたら、お願いします。 

【柗﨑委員】 

１月１６日に文部科学省で市町村教育委員研究協議会が開催され、参加させていた

だきました。北は青森県から南は熊本県までの方々が集まり、分科会の「学校におけ

る働き方改革について」に参加しました。そのなかで、ほとんどの委員が働き方改革

の前提として教職員定数の改善がなければ先生方の業務改善、意識改革を行っても、

もちろん、それは大事であるが、それだけでは良くはならない。ともかく定数の改善

をお願いしたいという声が多く出ていました。また、給特法の改正があり、特に在校

等時間の制限の部分では、今年４月から法が施行されますので、これを受けて各県、

市においては条例、規則等で定めて欲しいということでした。ただ時間の制限をして

も、業務が精選されないなかでは、帰ったことにして戻って仕事を行なったり、仕事

を家に持ち帰ったりすることが増えるのではないかという話もでていました。それは

それとして、法が成立していますので、それに向けて準備して欲しいということでし

た。もう一つの５条関係では、変形労働時間制の導入、これについてはできるという

規定になりますので、やるやらないについては各自治体に任せられるということでし

たが、令和３年４月からの施行になりますので準備をして欲しいということが文部科

学省から話がありました。様々な問題点が指摘されていますので、それを踏まえた論

議が必要かと思います。以上です。 

【教育長】 

ありがとうございました。今、柗﨑委員からお話のありました、国からの指針につ

きましては改めて教育委員の皆様に資料の提示をさせていただき御意見等を伺いたい

と思います。そのなかで、先ほどお話のありましたように今年の４月１日から守りな

さいという内容のものがありますので、それに向けて教育委員会で規則を制定するこ

とになります。まだ、正式には国から降りてきていません。また、変形労働制につき

ましても後日教育委員の皆様に協議をしていただきたいと考えています。これにつき

ましては、市で決めることになります。 

【教育長】 

それでは、議事に入ります。 

日程第１  議事録署名委員の指名を行います。 

議事録署名委員は、柗﨑委員、安藤委員を指名します。 

【教育長】 

続きまして、日程第２ 議案第１号を議題といたします。 

議案を職員に朗読させます。 
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        （職 員 朗 読） 

【教育長】 

 所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【学校教育課長】  

議案第１号「銚子市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則制定につい

て」提案理由を説明します。 

銚子市立小学校及び中学校管理規則は、小中学校の管理運営に関し必要な事項を定

めています。今回の改正は、学校職員の勤務状況報告について、改正しようとするも

のです。改正の内容は、これまで学校職員の勤務状況報告を学期ごとに期限を設け、

報告することになっていたものを年２回報告することに改正するものです。勤務状況

報告については、職員の出勤日数、休暇、研修、職務専念義務の免除などの日数・時

間を報告するものですが、休暇等は紙の様式で管理しているため、職員個々の勤務状

況を手計算で集計しなければならず、書類作成に多大な時間を費やしています。この

ため、学校の業務改善を図るため、年３回報告していたものを年２回に減らし、２回

目の報告は１年間の報告とします。施行期日は、令和２年４月１日です。 

以上で、議案第１号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

【伊藤委員】 

  紙でということでしたが、デジタル化されてはいないのですか。 

【学校教育課長】 

現在、デジタル化はされていません。個々に出勤簿に出勤印を押して、そのトータ

ル数を事務職員が出勤簿の下の集計欄に記入しています。それと報告書がリンクして

いないためその数字を報告書に打ち込んでいます。この出勤簿と報告書がどちらもデ

ジタル化されていれば仕事の軽減になりますが、現在はそれができていません。 

【教育長】 

ほかに質疑はございませんか。 

ほかに質疑がないようですので、これをもって質疑を終結します。 

これより討論に入ります。討論はございませんか。 

【教育長】 

討論なしと認めます。 

これより採決をいたします。議案第１号について、原案のとおり決することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手） 

【教育長】 

挙手全員であります。 

よって、議案第１号は原案のとおり決しました。 
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【教育長】 

続きまして、日程第３ 議案第２号を議題といたします。 

議案を職員に朗読させます。 

        （職 員 朗 読） 

【教育長】 

 所管課長の提案理由の説明を求めます。 

【学校教育課長】  

議案第２号「銚子市立幼稚園園則の一部を改正する規則制定について」提案理由を

説明します。 

既に決定しています春日幼稚園及び海上幼稚園を廃止することに伴い、規定の整備

をしようとするものであります。施行期日は、令和２年４月１日です。以上で、議案

第２号の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

【教育長】 

以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。質疑はございませんか。 

【教育長】 

質疑なしと認めます。 

これより討論に入ります。討論はございませんか。 

【教育長】 

討論なしと認めます。 

これより採決をいたします。議案第２号について、原案のとおり決することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

【全委員】 （挙手） 

【教育長】 

挙手全員であります。 

よって、議案第２号は原案のとおり決しました。 

【教育長】 閉会宣言 午後３時１５分 

以上をもちまして、令和２年１月銚子市教育委員会定例会を閉会いたします。 

 

 

銚子市教育委員会会議規則第18条第2項の規定により署名する。 

 

  令和２年２月２０日 

 

              署名委員  安  藤   淸   鈴 木 猛 志 

 

              署名委員  柗  﨑  継  雄 八 角 憲 男 

 


